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 「いじめ」とは、児童等（学校に在籍する児童又は生徒)に対して、当該児童等が在

籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心

理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）

であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。「参

考条文 法第２条第１項及び第３項」 
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〔年間〕 

□道徳（友情・信頼／相互理解・

寛容／公平・公正／感謝／親

切・思いやり 等） 

 各学年の道徳年間計画による。 

□道徳や学級活動、朝活動におい

て、「はままつマナー」を活用す

る。 

□帰りの会で、「よいこと見つけ」

等の取り組みを行う。 

□縦割り清掃・遊び等での異学年

交流を積極的に行う。 

□学級活動を中心に情報モラル

に関する指導を行う。 

□学級活動で学級のルールやマ

ナー等に関する話合いをする。 

〇教育相談は随時受け付ける。 

※ＧＥ：構成的ｸﾞﾙｰﾌﾟｴﾝｶｳﾝﾀｰ 
※ＳＳＴ：ｿｰｼｬﾙｽｷﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 
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